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令和２年度 第１２回倉吉市農業委員会会議議事録

１ 開催日時 令和３年３月１０日（水） 午後１時３０分から午後２時３０分

２ 開催場所 倉吉市役所 本庁舎 ３階 大会議室

３ 出席委員 （２７人）

会長 １５番 山脇 優 委員

農業委員

１番 早田博之 委員 ２番 髙見美幸 委員 ３番 船越省吾 委員

５番 吉村年明 委員 ６番 藤井由美子 委員 ７番 河野正人 委員

８番 福井章人 委員 ９番 鐵本達夫 委員 １０番 衣笠健一郎 委員

１１番 室山恵美 委員 １２番 山下賢一 委員 １３番 筏津純一 委員

１４番 松本幸男 委員 １６番 山田有宏 委員 １７番 原田明宏 委員

１８番 數馬 豊 委員 １９番 美田俊一 委員

農地利用最適化推進委員

西谷美智雄 委員 涌嶋博文 委員 塚根正幸 委員 田倉恭一 委員

山本淑恵 委員 藤原 治 委員 林 修二 委員 小谷義則 委員

鳥飼 巧 委員

４ 欠席委員 （１人）

４番 金信正明 委員

５ 議事日程

第１ 開会

第２ 会長あいさつ

第３ 議事録署名人の決定

第４ 連絡・報告事項

第５ 議事

議案第 64号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第 65号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第 66号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第 67号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議案第 68号 農用地利用集積計画の決定について

議案第 69号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について

議案第 70号 農用地利用配分計画について

第６ その他

第７ 閉会

６ 農業委員会事務局職員

局長 森石 学

主幹 石賀 康一

主任 宮本 哲博
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７ 会議の概要

(１) 開 会

事務局 只今より、令和２年度第１２回農業委員会会議を開会いたします。はじめに

山脇会長にごあいさつをお願いいたします。

(２) 会長あいさつ

会 長 （会長あいさつ）

※ 議長選出

事務局 この後は農業委員会会議規則第３条により、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。よろしくお願いいたします。

(３) 議事録署名人の決定

議 長 それでは、本日の議事録署名人の指名でございますが１８番 數馬委員、１９

番 美田委員にお願いします。

※ 欠席・遅刻届連絡委員の報告

議 長 欠席届が４番 金信委員より出ております。

(４) 連絡・報告事項

議 長 それでは連絡報告事項、事務局お願いします。

事務局 令和２年度第１２回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。

別紙をご覧ください。（以下事務局説明）

議 長 農家相談はなかったようです。

(５) 議 事

議 長 それでは（５）本日の議事について、事務局より説明をお願いします。

事務局 はい。本日の議事についてご説明をさせて頂きます。始めに議案第６４号 農

地法第３条の規定による許可申請でございます。議案の２ページのとおり１件

の申請で賃借権の設定でございます。下限面積につきましては備考欄に記載の

とおりで許可要件を満たしていると考えています。

続いて、議案第６５号 農地法第４条の規定による許可申請についてでござ

います。議案の４ページのとおり２件の申請がございました。番号１は、農業

用倉庫の建築でございます。農地区分は都市計画用途地域の第２種中高層住居

専用地域に指定されておりまして、第３種農地に該当します。原則許可でござ

います。番号２は、共同住宅の建築でございます。農地区分は都市計画用途地

域の第１種中高層住居専用地域に指定されておりまして、第３種農地に該当し

原則許可でございます。

続いて、議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請でございます。

議案６ページから７ページのとおり５件の申請がございました。番号１は宅地

分譲でございます。都市計画用途地域の第１種・第２種中高層住居専用地域に

指定されておりまして、第３種農地に該当します。番号２は宅地分譲で、都市

計画用途地域、第２種中高層住居専用地域に指定されております。第３種農地
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で、原則許可でございます。番号３は宅地の拡張でございます。農地区分は集

団農地の続きにある農地ですので、第１種農地に該当します。許可根拠は既存

施設の拡張でございます。番号４は太陽光発電施設を設置するものでございま

す。農地区分は管埋設道路沿道の区域のため第３種農地に該当し、原則許可で

ございます。番号５につきましては、一時転用により営農型太陽光発電を行う

ものでございます。農地区分は農用地区域内農地で許可根拠は一時転用でござ

います。この農地につきましては、これまでも一時転用によって太陽光施設の

下でミョウガの栽培をしていたところでありますけれども、夏場の生育不良、

病気が発生したということでミョウガの栽培をやめて、他に何か新しい物を作

ろうかと検討されていたところで、他県の事例を参考に兵庫県の上郡町の事例

なんですけどドクダミの栽培を思いつかれまして、今回の一時転用の更新のタ

イミングで栽培作物の変更とあわせて申請されたものでございます。

続いて、議案第６７号 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてでござ

います。９ページのとおり２件の申請が出ております。いずれも２０年以上の

非農地状態が認められるものでございます。

議案第６８号 農用地利用集積計画の決定についてでございます。１２ペー

ジから６６ページのとおり１５９件の利用権設定の申し出がございます。６７

から７０ページのとおり所有権移転が４件ございます。

議案第６９号 倉吉農業振興地域整備計画の変更については８０ページのと

おり１件、農用地からの除外の協議が出ております。

最後に、議案第７０号 農用地利用配分計画については９０ページから９７

ページのとおり１２件の協議がございます。

本日の議案は以上でございます。

議案第６４号 農地法第３条の規定による許可申請について

議 長 それでは、早速議案の進行に入ります。議案第６４号 農地法第３条の規定

による許可申請について委員の皆さんにお諮りいたします。議案に対する質疑

を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 只今の案件につきましてはないようでございますので、賛成の農業委員の方

の挙手をお願い致します。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認とさせていた

だきます。

議案第６５号 農地法第４条の規定による許可申請について

議 長 続きまして、議案第６５号 農地法第４条の規定による許可申請について皆

さんにお諮り致します。本件につきましては本日、午前１０時より当番委員で

あります衣笠委員、西谷委員、藤井代理、石賀主幹、宮本主任と私の６名で調

査に行って参りましたので、代表して衣笠委員より報告をお願い致します。

１０番 １０番 衣笠です。第６５号議案の２件について、問題なしということを報



4

告したいと思います。以上です。

議 長 はい、ありがとうございました。只今報告がございましたように問題なしと

いうことでございます。それでは議案に対する質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようでしたら、農業委員の賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたします。

議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請について

議 長 続きまして、議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請についてお

諮り致します。この件につきましても現地に行っておりますので、先程同様衣

笠委員より報告をお願い致します。

１０番 １０番 衣笠です。第６６号議案の５件についても、問題なしということを

報告したいと思います。

議 長 はい、只今報告がございましたすべての案件でございますが現地の調査の結

果問題なしということでございますので、皆さんにお諮り致します。議案に対

する質問はございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、農業委員の方の賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので、承認とさせてい

ただきます。

議案第６７号 非農地・非採草放牧地現況証明申請について

議 長 続きまして、議案第６７号 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてお

諮り致します。現地確認の説明をお願い致します。

１０番 １０番 衣笠です。第６７号議案についても、問題なしということを報告し

ます。

議 長 はい、ありがとうございました。議案第６７号につきまして只今報告がござ

いましたとおり問題なしということでございます。委員の皆さんにお諮り致し

ます。ご質疑ございませんか。

（なしの声）
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議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 ありがとうございます。全員賛成でございますので、承認といたします。

議案第６８号 農用地利用集積計画の決定について

議 長 それでは議案第６８号 農用地利用集積計画の決定についてお諮りいたしま

すが、事務局の説明を受ける前に農業委員会等に関する法律第３１条の規定に

より、該当委員の退席を求めます。１２ページ番号１番から１３ページ番号３

番の○○○○○○○○は６番 藤井委員に係る案件でございますので退席を

求めます。

（藤井委員 退席）

議 長 それでは、事務局。

事務局 １２ページ番号１番、○○○○○○の５筆の賃借権の設定でございます。以

下記載のとおりでございまして、そのほか１３ページ番号３番まで合計いたし

まして８筆、６，１９５㎡の賃借権の設定でございます。いずれも農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。以上で

ございます。

議 長 只今、藤井委員の案件につきまして説明がございました。只今の案件につき

まして質疑を求めます。ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないということでございますので、採決に入ります。只今の案件につきまし

て賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは承認いたします。藤井委員の入場を

求めます。

（藤井委員 入場・着席）

議 長 藤井委員へ、ただ今の案件につきましては異議なしということで承認されま

したので報告いたします。

続きまして、１３ページ番号４番と５番は１７番 原田委員に係る案件でご

ざいますので、原田委員の退席を求めます。

（原田委員 退席）

議 長 それでは、事務局説明してください。
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事務局 １３ページ番号４番、○○○○の３筆の賃借権の設定でございます。以下記

載のとおりで、そのほか番号５番まで合計５筆、１２，０９４㎡の賃借権設定

でございます。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしているものと考えます。以上でございます。

議 長 只今説明がございました。質疑を求めます、ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 それでは承認といたします。原田委員の入場を求めます。

（原田委員 入場・着席）

議 長 原田委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たことを報告いたします。

続きまして、１４ページ番号６番、７番及び３６ページ番号７４番は１８番

數馬委員に係る案件でございますので、退席を求めます。

（數馬委員 退席）

議 長 それでは、事務局説明をお願いします。

事務局 １４ページ番号６番でございます。○○の３筆３，６９６㎡の賃借権の設定

でございます。その他番号７番、３６ページ番号７４番とあわせまして、合計

９筆９，０２７㎡の賃借権の設定でございます。以下記載のとおりでございま

して、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと

考えます。以上でございます。

議 長 それでは數馬委員に関する案件について、ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので、承認といたし

ます。數馬委員の入場を求めます。

（數馬委員 入場・着席）

議 長 數馬委員へ、只今の案件につきましては承認されましたので報告いたします。
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続きまして、３５ページ番号７１番は３番 船越委員に係る案件でございま

すので、船越委員の退席を求めます。

（船越委員 退席）

議 長 それでは、事務局説明してください。

事務局 ３５ページ番号７１番でございます。○○の水田１筆の３４３㎡の賃借権の

設定でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ているものと考えます。以上でございます。

議 長 只今、船越委員の案件について説明がございました。質疑ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございました。賛成多数ということで承認といたします。

船越委員の入場を求めます。

（船越委員 入場・着席）

議 長 船越委員へ、ただ今の案件につきましては異議なしということで承認されま

したことを報告いたします。

続きまして、３６ページ番号７２番は１０番 衣笠委員に係る案件でござい

ますので退席を求めます。

（衣笠委員 退席）

議 長 それでは、事務局。

事務局 ３６ページ番号７２番でございます。○○○の２筆７，４１１㎡の賃借権の

設定でございます。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えます。以上でございます。

議 長 只今説明がございました。質疑を求めます、ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、異議なしの方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 ありがとうございます。それでは衣笠委員の入場を求めます。
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（衣笠委員 入場・着席）

議 長 衣笠委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たことを報告いたします。

続きまして、３６ページ番号７３番は１４番 松本委員に係る案件でござい

ますので退席を求めます。

（松本委員 退席）

議 長 それでは、事務局説明してください。

事務局 ３６ページ番号３７番、○○の２筆、１，９７３㎡の賃借権の設定でござい

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと

考えます。以上でございます。

議 長 只今説明がございました。ご異議ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは松本委員の入場を求めます。

（松本委員 入場・着席）

議 長 松本委員へ、只今の案件につきましては異議なしということで承認されまし

たことを報告いたします。

続きまして、５３ページ番号１２１番は２番 髙見委員に係る案件でござい

ますので、髙見委員の退席を求めます。

（髙見委員 退席）

議 長 それでは説明してください。

事務局 ５３ページ番号１２１番でございます。○○の６筆、９，５８２㎡の賃借権

の設定でございます。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしているものと考えます。以上でございます。

議 長 只今、髙見委員の案件につきまして説明がございました。ご意見ご質問はあ

りませんか。

（なしの声）
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議 長 ないようですので、賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは承認といたしますので髙見委員の入

場を求めます。

（髙見委員 入場・着席）

議 長 髙見委員へ、只今の案件につきましては、異議なしということで承認されま

したことを報告いたします。

以上で、該当する出席委員の案件につきまして審議を終わりましたので、引

き続きまして、その他の案件につきまして審議を行います。事務局説明をお願

いします。

事務局 利用権設定各筆明細等集計表につきましては１２ページのとおりでございま

す。田、畑、樹園地の合計は６７０，４９１．０１㎡でございます。利用権設

定各筆明細につきましては、１２ページから６６ページ記載のとおりでござい

ます。

６７ページ所有権移転関係でございます。所有権の移転を受ける者、○○○

の○○○○。所有権の移転をする者、○○○○○○の○○○でございます。移

転する土地は○○○の１筆の田、１，２０３㎡でございます。対価は３０，０

００円、１０アールあたりですと２４，９３７円ということでございます。６

８ページ、所有権の移転を受ける者、○○の○○○○。所有権を移転する者、

○○○の○○○○○。移転する土地は○○の２筆、合計１，１７６㎡で、贈与

によるものです。６９ページ、所有権の移転を受ける者、○○○○○○の○○

○○。所有権を移転する者、○○○○○○の○○○○。移転する土地は○○○

○○○の２筆、合計２，３３６㎡でございます。対価は２２９，０００円で１

０アールあたりですと１９０，０４１円でございます。７０ページでございま

す。所有権の移転を受ける者、○○○○○○○○○○○○○○でございます。

所有権を移転する者、○○の○○○○。移転する土地は○○の１０筆、１２，

１７７㎡の田でございます。対価は合計１００万円で、１０アールあたりです

と８２，１２２円となります。利用権の設定を受ける者の農業経営の状況につ

きましては、７１ページから７７ページ、所有権の移転を受ける者の農業経営

の状況につきましては、７８ページ記載のとおりでございます。いずれも農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。

以上でございます。

議 長 只今説明がありましたが、皆さんの方にご質疑を求めます。ありませんか。

はい、鐵本委員。

９番 ９番 鐵本です。質疑というより報告事項になります。以前あっせんが出と

ったもんで、４７ページの１０５番を見てください。○○○○○で○○○○さ

んという方があっせんが出とったんですけど、すぐに見つかりませんで。○○

の○○○○○ですか、そこが借りるという話になりまして、私もちょっと躊躇

してましたけど、その引き継ぐ田んぼの付近の地元の方が、俺がやかましい言
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うけ、作らしたれやって話になって、お願いすることになりました。

それからもう１つは３０ページの５５番から３１ページの５９番までですけ

れども。○○○○さんの件につきましては、事務局から○○○○さんが、これ

を借りて牧草を作っておったんだけど、もうする人がいない。また貸している

人ももうとてもじゃないができるような状態じゃない人ばかりで、藤井委員に

もお願いして、この後する人いないだろうかって２人で探しましたけれどもす

ぐに見つかりませんで、それで○○さんに、ここをなんとかしないかえって言

ったら、大豆か何かを作ってみようというようなことで、耕作してみようとい

うことになって、落ち着いたところです。報告です。以上です。

議 長 はい、細かいこともちゃんと説明していただきまして、ありがとうございま

した。その他ありませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、議案第６８号農用地利用集積計画の決定について承認し

てもよろしいですか。異議なしの方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。それでは承認といたします。

議案第６９号 倉吉農業振興地域整備計画の変更について

議 長 続きまして、７９ページ議案第６９号倉吉農業振興地域整備計画の変更につ

いて事務局より説明をいたします。

事務局 議案の８０ページからでございます。まず８１ページからご説明させていた

だきます。除外の理由、計画用途につきましては資料に記載のとおりでござい

まして、本協議地は宅地と県道と水路を挟んで高低差のある農地に囲まれた農

地でございますが、県道からは高低差があるのと道が狭いということで機械が

入ることができないという場所にありまして、そのために農地としての維持管

理が困難ということで、相続人である○○○○○さんがクヌギを植林するとい

う計画でございます。協議地の概要等は以下に記載したとおりでございます。

関係機関との調整状況は８２ページの５番、６番に記載しております。市町村

長の考え方につきましては８３ページのとおりでございます。それ以降に図面

等がついておりますのでご確認いただければと思います。８０ページに戻って

いただきたいと思います。協議内容を農地区分及び許可基準に当てはめますと、

農地区分は小集団の生産力の低い農地ということで第２種農地というふうに考

えています。許可根拠につきましては、周辺農地に影響なしでございます。農

振除外の５要件を満たしておりますし、許可見込み、転用見込みありというこ

とで認められる案件と考えています。以上でございます。

議 長 只今、説明がございました。農業振興地域整備計画の変更でございます。ご

質問ございませんか。皆さんも既にこれはご存じかと思いますけれども、こう

いう場合は、境界から必ず５メートルは離れたところから植林をするというこ

とに県の農業会議の方で決定しておりますので。各市町村もこれを倣えという
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ことでございますので、また地元の農業委員さんが後で植えた後の確認をして

いただくかと思います。よろしくお願いします。

それでは只今の件につきまして異議のない方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。異議なしということで承認されましたので次

に入らせていただきます。

議案第７０号 農用地利用配分計画について

議 長 議案第７０号 農用地利用配分計画についてお諮り致します。本日の農用地

利用配分計画の利用配分計画各筆明細に該当委員に係る案件がございます。こ

の案件を先に審議させていただくことにご異議ございませんか。

（なしの声）

議 長 それでは早速ですけれども、農業委員会等に関する法律第３１条の規定によ

り、退席を求めるものでございます。９４ページ番号２番から９６ページ６番

までは１８番 數馬委員に係る案件でございますので退席を求めます。

（數馬委員 退席）

議 長 それでは事務局説明してください。

事務局 ９４ページ番号２番、２２筆の水田の賃借権の配分計画でございます。その

他９６ページの番号６番まで合計３８筆の賃借権設定の配分計画案でございま

す。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により協議が

ありましたので、本会の意見を求めるものでございます。以上でございます。

議 長 只今、數馬委員の案件につきまして説明がございました。委員の皆さんより、

質問、ご意見を受けたいと思いますがありませんか。よろしいですか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、それでは採決を取ります。賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたします。

數馬委員の入場を求めます。

（數馬委員 入場・着席）

議 長 數馬委員へ只今の案件につきましては、異議なしということで承認されまし

たので報告いたします。

それでは続きまして、その他の案件について事務局より説明をお願いします。
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事務局 ９０ページ利用配分計画各筆明細についてでございます。９０ページから９

７ページまでに記載のとおりでございます。農用地利用配分計画により賃借権

等を受ける者の農業経営状況につきましては９８ページから１０３ページ記

載のとおりでございます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により協議がありましたので、本会の意見を求めるものでございます。

以上でございます。

議 長 只今、すべての説明がございました。ご質問ございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようですので、異議ない方の挙手を求めます。

（賛成者 挙手）

議 長 はい、ありがとうございます。異議なしということで承認と致します。

以上を持ちまして議事は終了とさせていただきます。

（６）その他

議 長 続きまして、別冊その他報告･連絡事項をご覧いただきたいと思います。事務

局説明してください。

事務局 あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任についてでございます。

２ページ番号１番は○○○○○さんからで、○の水田、２筆の売買、賃貸借や

使用貸借でもいいのでお願いしたいということでございました。３ページ番号

２番は○○○○○さんの娘さんであります○○さんの方からご相談がございま

した。水田１筆の賃貸借の相談でございます。以上、あっせん委員の選任につ

いてお願いいたします。

議 長 はい、只今報告がございましたあっせん申出のあった件につきまして審議い

たします。１番の○○○○○さんの件でございます。○○地区になりますので、

藤原委員と河野委員の２人で。

藤原推進委員 ちょっと報告させていただきます。○○の推進委員の藤原です。○○さんの

案件につきまして、昨日集落の方と一緒に現場の方を見に行ってきました。地

図に２筆あるわけですけども、下の方のところには、まだ昨年の稲刈りが終わ

っとらん状況でして、他にもずっと○集落の状況を確認してみたわけですけど

も数カ所そういう稲刈りが終わっていない、そのまま放置してあるという所が

ありました。ここに書いてある案件についてはあっせんを進めていくわけです

けども、この他にも数多くそういう状況になっていることを報告させていただ

きますし、なぜそうなったかということですけども耕作、収穫を放棄、それか

ら今年になって集落を出て行くというような情報も入っておりまして、まだま

だたくさん出てくるような状況が懸念されます。ということで私、あっせん委

員といたしますけれども、河野委員と金信委員にも一緒になっていただいて、

そこの集落地域のこれからのことを考えていきたいということでございます。

以上です。
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議 長 はい。私の方に情報が入っとるのが、○の○○さんが４月いっぱいで関東の

方に行ってしまうということでその田んぼをどうするかということを懸念され

ておりまして。改良区にも連絡があったもんですから、それでとりあえず地元

の理事の方から本人と賦課金についての契約書を書かせるからということもし

たいということで連絡がありました。ならその後についてはどうするだいと。

それは誰かに作ってもらう方向で考えていきたいということを言っておるよう

でございます。それから次の○○、塚根委員お願いします。

続きまして、農地等のあっせん活動の状況について報告をお願いします。數

馬委員。

１８番 はい、１番の件については數馬が作るようになりました。以上です。

議 長 よろしくお願いします。続きましては、○○○の件ですね。河野委員。

７番 ７番 河野です。相談者の○○○○さんに事情を聞きまして、ここの○○郵

便局の道路を挟んで真ん前にありますけれども。その田んぼから３枚○○○○

さんが大豆を作っておられましたけれども、そこの田んぼに水が当たらないと

いうことで。大豆植えても、ずっと植えていて収量が低下してくる、収入も少

なくなってくるということで返されまして。○○さんは、とても管理すること

はできないので、売買希望ということで、この田んぼだけでなしに、○○○○

にあります１反半くらいの樹園地の跡も売りたいので世話してもらえないだろ

うかということと、○○○地内にある宅地もなんとか売買の方も世話してもら

えないかということもありました。いろいろなところに話を聞いてみたところ、

田んぼは水が当たらんところは多分買い手がないだろうということで、何人か

当たってみましたけどあまりいい返事はありませんで、本人が管理できないの

で、２０数年前に牧草が作ってあったということで、○○○○の○○君に相談

したところ、機械も大型化していて、そこはちょうど用水を跨いで入らないと

いけないんで、今の機械は、めげてしまうので土地としてはいいけどちょっと

よう借りんということでした。最終的に、山羊を飼っておられる○○さんに話

をして、お金はよう払わんけど利用権を設定した形で借りてもいいという返事

をほんの数日前にいただきましたので、それで本人にも連絡したところできれ

ば手放したいけどそういうことなら仕方ないと。諸事情を考えて買ってくれる

人がないということだったら、管理してもらうという形で借りてもらいたいと

いうことでございました。以上です。

議 長 あそこの通りはね、実は一番下に、この前からよく出てくる○○○○さんと

いう人がされとるんだけども、どうしても水が行かないと。ですから報告があ

りました山羊を飼っておられるあの方が一番、家も近くだしね、いいかなと思

っておったら、そのようにあっせんしていただいたので、大変ありがたいなと

いうふうに思いましたので、今後ともよろしくお願いします。

続きまして、農事組合法人の設立について石賀主幹より。

事務局 農事組合法人が設立しましたので報告いたします。名称は○○○○○○○○

○です。法人設立日は２月１日、事務所は○○○○○－○、代表者は○○○○

さん。事業の内容は記載のとおりでございます。会計年度は２月１日から翌年

１月３１日までで、認定農業者になられたところでございます。農事組合法人
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の設立については以上でございます。

農地利用最適化業務活動日誌の提出についてということで、活動の内容によ

っては、１活動あたり５，０００円を報酬に上乗せしてお支払いすることがで

きます。５月の報酬と一緒にお支払いしたいというふうに考えておりますが、

日誌が根拠になりますので、提出をお願いします。以上でございます。

９番 すいません、こんなは。

事務局 毎年発行している新規設立した農業法人を紹介する冊子です。倉吉市では２

法人が設立してます。ご確認いただいたらと思います。以上です。

議 長 よろしいですか、他にございませんか。

（なしの声）

議 長 ないようでしたら、これをもちまして本日の農業委員会会議は閉会といたし

ます。

― 午後２時３０分 閉 会 ―


